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告 示

�愛媛県告示第４９７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条の２第３項において

準用する同法第５３条の２第１項の規定に基づき、藤井清孝の次の従

前の土地を非農用地区域内に換地する土地として指定した。

令和４年５月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第４９８号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

令和４年５月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

伊予市双海町高岸字谷田甲２１４８、字谷川乙１２２２の１、乙１２３０の

１、乙１２３０の２、字タキノ下乙１２４２の１、乙１２４２の２、乙１２４３の

１、乙１２４３の２、乙１２４６

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

双海町高岸字谷川乙１２２２の１・字タキノ下乙１２４２の１・乙

１２４２の２・乙１２４３の１・乙１２４３の２（以上５筆について、次

の図に示す部分に限る。）、字谷川乙１２３０の２

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び伊予市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第４９９号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

令和４年５月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

東温市河之内字アンゾ乙１６７０の１５７

２ 指定の目的
かん

水源の涵養
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３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁

及び東温市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第５０３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

松山市余戸土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

令和４年５月２日

愛媛県中予地方局長 大 北 秀

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第５０４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

松山市馬木町土地改良区の定款の変更を認可した。

令和４年５月２日

愛媛県中予地方局長 大 北 秀

�愛媛県告示第５００号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

令和４年５月２日

愛媛県東予地方局長 山 本 泰 士

�愛媛県告示第５０１号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

令和４年５月２日

愛媛県東予地方局長 山 本 泰 士

�愛媛県告示第５０２号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり指定居宅サービス事業を廃止

する旨の届出があった。

令和４年５月２日

愛媛県東予地方局長 山 本 泰 士

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社康臨丸 訪問看護ステーション和来 さいじょ
う

愛媛県西条市三津屋４５３－２稲井ビル
２Ｆ 令和４年２月１日 訪問看護

合同会社あいハート あいハート 愛媛県新居浜市萩生２７２番地の５２ 令和４年２月１日 訪問介護

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社康臨丸 訪問看護ステーション和来 さいじょ
う

愛媛県西条市三津屋４５３－２稲井ビル
２Ｆ 令和４年２月１日 介護予防訪問看護

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

社会福祉法人聖風会 居宅介護事業所 ていずい 愛媛県西条市禎瑞字相生５番３８５番地 令和３年９月３０日 訪問介護

役員の種類 氏 名 住 所

監 事 山 本 由 香 松山市�万ノ台１０３８番１３号

役員の種類 氏 名 住 所

監 事 竹 内 幹 人 松山市余戸南３丁目５－４
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�愛媛県告示第５０５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

松山市垣生土地改良区の定款の変更を認可した。

令和４年５月２日

愛媛県中予地方局長 大 北 秀

�������
�愛媛県告示第５０６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

松山市�米地区土地改良区の定款の変更を認可した。
令和４年５月２日

愛媛県中予地方局長 大 北 秀

�������
�愛媛県告示第５０７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

東温市下林下土地改良区の定款の変更を認可した。

令和４年５月２日

愛媛県中予地方局長 大 北 秀

�������
�愛媛県告示第５０８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

東温市志津川土地改良区の定款の変更を認可した。

令和４年５月２日

愛媛県中予地方局長 大 北 秀

�������
�愛媛県告示第５０９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

松山市水泥町土地改良区の定款の変更を認可した。

令和４年５月２日

愛媛県中予地方局長 大 北 秀

�������
�愛媛県告示第５１２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

河辺国営開発土地改良区の定款の変更を認可した。

令和４年５月２日

愛媛県南予地方局長 赤 坂 克 洋

�������
�愛媛県告示第５１３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

大�保山土地改良区の定款の変更を認可した。
令和４年５月２日

愛媛県南予地方局長 赤 坂 克 洋

�愛媛県告示第５１０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和４年５月２日

愛媛県中予地方局長 大 北 秀

�愛媛県告示第５１１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和４年５月２日

愛媛県中予地方局長 大 北 秀

�愛媛県告示第５１４号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第５号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

令和４年５月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

４中局建（開）第４号

令和４年４月２１日

伊予市下吾川字南西原１６４１番１、１６４１番２、１７５５番２、１７５５番４、１７５５番

７、１７５６番９、１６４１番１・１７５５番２・１７５５番４・１７５５番７西側里道

伊予郡松前町西高柳３３５番地１

有限会社アットホーム

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

４中局建（開）第３号

令和４年４月２２日
伊予郡松前町大字神崎字四反地９４３番１

松山市拓川町１番１７号
ヴェルジェ石手川３０１号
岩 田 聡 史 郎
岩 田 菜 々 恵

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２９）第１３８２２号 平成２９年
９月８日 �豫州鉄工所 松下 賢志 喜多郡内子町五十崎甲１８

３３
令和４年
３月１０日

建築工事業
とび・土工工事業
鋼構造物工事業

建設業の廃止
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�������
�愛媛県告示第５１５号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

令和４年５月２日

愛媛県南予地方局長 赤 坂 克 洋

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

令和４年４月２１日

３ 指定道路の位置

大洲市東大洲１３２番の一部

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ３４．８０メートル

� 幅員 ４．８５メートル

�������
�愛媛県告示第５１６号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

令和４年５月２日

愛媛県南予地方局長 赤 坂 克 洋

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

令和４年４月２１日

３ 指定道路の位置

大洲市東大洲１３２番の一部

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ３４．８０メートル

� 幅員 ４．８５メートル

�公 告

次のとおり企画提案書の提出を招請する。

令和４年５月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 業務概要

� 業務名

えひめこどもの城複層型木製アスレチック遊具整備業務

� 業務内容

えひめこどもの城複層型木製アスレチック遊具整備業務公募

型プロポーザル手続等に関する説明書（以下「説明書」という。）

による。

� 履行期間

契約締結の日から令和５年３月３１日まで

２ 参加資格及び評価項目

� 企画提案書の提出者に必要な資格

知事の審査を受け、令和２年度から令和４年度までの製造の

請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められ、

かつ、「特定調達参加希望」の登録をしている業者で、次の事

項に該当するもの。

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第

１項各号のいずれにも該当しない者であること。

イ 参加表明書の受領の期限の日から企画提案書の受領の期限

の日までの期間に、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

ウ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手

続開始の申立て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規

定による更生手続開始の申立て、破産法（平成１６年法律第７５

号）の規定による破産手続開始の申立て又は会社法（平成１７

年法律第８６号）の規定による特別清算開始の申立てがなされ

ていないこと（民事再生法の規定による再生計画認可又は会

社更生法の規定による更生計画認可の決定を受けている者を

除く。）。

エ 企画提案書の受領の期限の日前６か月間において、振り出

した手形又は小切手が不渡りとなり、銀行当座取引を停止さ

れていないこと。

オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員若しくは当

該暴力団員が役員となっている法人その他の団体又はこれら

の者の利益となる活動を行う者でないこと（アに該当する者

を除く。）。

� 企画提案書を特定するための評価項目

ア 実施体制等

本業務の実施に必要な体制、１で示した業務と同種若しく

は類似の業務の受注又は運営若しくは参画の実績、確実かつ

効果的なスケジュール

イ 整備遊具

利用者層への配慮、内外装のデザイン性、利用の継続性

ウ 整備後の運営に係る配慮

効率的な運行・管理、長期的な安全性、効果的な感染症拡

大防止対策

エ プロモーション

プロモーションの利用促進効果

オ 追加提案

追加提案の実現性及び有効性

カ 見積金額

計上費用の妥当性

３ 手続等

� 担当部局

愛媛県保健福祉部生きがい推進局

（般－２）第８７７６号 令和２年
５月１５日 �アサノ設備 河野 行信 八幡浜市保内町須川２４－

１
令和４年
３月２３日 造園工事業 建設業の廃止

（一部）

（般－２９）第１６９９６号 平成２９年
５月１日 �保興業� 尾崎 浩二 喜多郡内子町五十崎甲９１

８
令和４年
３月２５日 電気工事業 建設業の廃止

（一部）

（般－２８）第１３６０２号 平成２８年
１２月１１日 猿谷建設 猿谷 修一 宇和島市三間町則１７４１－

１
令和４年
３月３０日 建築工事業 建設業の廃止
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子育て支援課子育て支援企画係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号 （０８９）９１２―２４１３

� 説明書の交付の期間、場所及び方法

ア 期間

令和４年５月２日（月）から５月１８日（水）までの執務時

間中（愛媛県の休日を定める条例（平成元年愛媛県条例第３

号）第１条第１項に規定する県の休日以外の日の午前８時３０

分から午後５時１５分までをいう。）

イ 場所

�に掲げる場所
ウ 方法

無料にて交付する。

� 参加表明書の受領の期限並びに提出の場所及び方法

ア 期限

令和４年５月１８日（水）午後５時１５分

イ 場所

�に掲げる場所
ウ 方法

持参し、又は郵送等により提出すること。ただし、郵送等

により提出する場合は、書留若しくは簡易書留又は信書便で

これらに準ずるものに限る。

� 企画提案書の受領の期限並びに提出の場所及び方法

ア 期限

令和４年６月１３日（月）午後５時１５分

イ 場所

�に掲げる場所
ウ 方法

持参し、又は郵送等により提出すること。ただし、郵送等

により提出する場合は、書留若しくは簡易書留又は信書便で

これらに準ずるものに限る。

４ その他

� 手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 契約書作成の要否

要

� 関連情報を入手するための照会窓口

愛媛県保健福祉部生きがい推進局子育て支援課子育て支援企

画係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号 （０８９）９１２－２４１３

� その他

詳細は、説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the service to be rendered： Install

multi―layer wooden athletic playset in Ehime Children’s

Playground，１ set

� Time limit to express interests：５：１５ p．m．，１８May２０２２

Time limit for the submission of proposals：５：１５ p．m．，１３

June２０２２

� For further inquiries relating to the proposal，please

contact： Child Care Support Planning Section，Child Care

S u p p o r t D i v i s i o n， L i f e l o n g S u p p o r t P r omo t i o n

Subdepartment，Health and Welfare Department，Ehime

Prefectural Government，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，

Ehime７９０―８５７０ Japan

Tel０８９―９１２―２４１３

�������
�公 告

次のとおり技術提案書の提出を招請する。

令和４年５月２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 業務概要

� 業務名

次期教育情報通信ネットワークシステム基本設計業務

� 業務内容

次期教育情報通信ネットワークシステム基本設計業務公募型

プロポーザル手続等に関する説明書（以下「説明書」という。）

による。

� 履行期間

契約締結の日から令和５年３月３１日まで

２ 参加資格及び評価項目

� 技術提案書の提出者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」の営業種目「情報処

理」について令和２年度から令和４年度までの製造の請負等に

係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められ、かつ、

「特定調達参加希望」の登録をしている業者で、次の事項に該

当するもの

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の

規定に該当しない者であること。

イ 委託業務と同程度のネットワークシステム設計業務又は運

用管理業務の実績を有する者であること。

ウ 参加表明書の受領の期限の日から技術提案書の受領の期限

の日までの期間に、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

� 技術提案書を特定するための評価項目

ア 基本要件

基本方針、１で示した業務と同種又は類似の業務の実績及

び業務の実施体制の妥当性

イ 重点要件

教職員テレワークの充実、教職員業務の効率化、セキュリ

ティ対策の強化、学校アクセス回線の強化及びインターネッ

ト接続回線の高速化に係る提案の妥当性

ウ 機能要件

システム構成及び機能履行能力の妥当性

エ 構築要件

システムの構築に関する実施体制及びスケジュールの妥当

性

オ 運用要件

システムの運用管理に関する実施体制及び内容の妥当性

カ 追加提案

追加提案の妥当性

キ 価格

基本設計費用及び運用管理費用の経済性
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人事委員会規則

３ 手続等

� 担当部局

愛媛県教育委員会事務局管理部教育総務課企画情報グループ

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号 （０８９）９１２―２９９７

� 説明書の交付の期間、場所及び方法

ア 期間

令和４年５月２日（月）から５月１８日（水）までの執務時

間中（愛媛県の休日を定める条例（平成元年愛媛県条例第３

号）第１条第１項に規定する県の休日以外の日の午前８時３０

分から午後５時１５分までをいう。）

イ 場所

�に掲げる場所
ウ 方法

無料にて交付する。

� 参加表明書の受領の期限並びに提出の場所及び方法

ア 期限

令和４年５月１８日（水）午後５時１５分

イ 場所

�に掲げる場所
ウ 方法

持参し、又は郵送等により提出すること。ただし、郵送等

により提出する場合は、書留若しくは簡易書留又は信書便で

これらに準ずるものに限る。

� 技術提案書の受領の期限並びに提出の場所及び方法

ア 期限

令和４年６月１３日（月）午後５時１５分

イ 場所

�に掲げる場所

ウ 方法

持参し、又は郵送等により提出すること。ただし、郵送等

により提出する場合は、書留若しくは簡易書留又は信書便で

これらに準ずるものに限る。

４ その他

� 手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 契約書作成の要否

要

� 関連情報を入手するための照会窓口

愛媛県教育委員会事務局管理部教育総務課企画情報グループ

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号 （０８９）９１２―２９９７

� その他

詳細は、説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the service to be rendered： Basic

design of Educational Information and Communication

Network System（Ehime School net），１ set

� Time limit to express interests：５：１５ p．m．，１８May２０２２

Time limit for the submission of proposals：５：１５ p．m．，１３

June２０２２

� For further inquiries relating to the proposal，please

contact： Planning and Information Group，Education and

General Affairs Division，Board of Education，Ehime

Prefectural Government，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，

Ehime７９０―８５７０ Japan

Tel０８９―９１２―２９９７

�愛媛県人事委員会規則１３―１８８
管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和４年５月２日

愛媛県人事委員会委員長 安 藤 潔

管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則

管理職員等の範囲を定める規則（愛媛県人事委員会規則１３―１６）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条、第３条関係） 別表（第２条、第３条関係）

機 関 職 機 関 職

省略 省略

知

事

部

局

本庁 部長 営業本部長 営業統括部長 防災安

全統括部長 特命担当部長 局長 営業副

本部長 秘書広報統括監 医療政策監 技

術監 営業本部マネージャー えひめ愛・

野球博推進監 サイクリング誘客推進監

危機管理監 環境技術専門監 原子力安全

対策推進監 感染症対策調整監 水資源・

知

事

部

局

本庁 部長 営業本部長 防災安

全統括部長 特命担当部長 局長 営業副

本部長 秘書広報統括監 医療政策監 技

術監 営業本部マネージャー えひめ愛・

野球博推進監 サイクリング普及調整監

危機管理監 環境技術専門監 原子力安全

対策推進監 感染症対策調整監 水資源・
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附 則

この規則は、公布の日から施行する。

ダム政策監 医監 高速道路推進監 技幹

課長 室長 課長補佐 所長 主幹 営

業主幹 専門員（秘書課及び財政課に属す

るもの並びに人事係、組織定員係、人材育

成係、給与係及び法令係が所掌する事務の

全部又は一部を専門事項とするものに限

る。） 秘書 検査班長 船長 主計係長

調整管理係長 人事係長 組織定員係長

人材育成係長 給与係長 福利健康係長

共済・年金係長 報道係長 広聴・相談

係長 法令係長 表彰係長 担当係長（秘

書課及び総合政策課に属するもの（総合政

策課にあつては、調整管理係に属するもの

を除く。）、予算、庁舎管理、庁内働き方

改革の推進及び広報プロモーションを担当

するもの並びに人事係及び福利健康係が所

掌する事務の一部を管理するものに限

る。） 主任（秘書課及び財政課並びに人

事係、組織定員係、人材育成係、給与係及

び法令係に属するものに限る。） 主事

（秘書課及び財政課並びに人事係、組織定

員係、人材育成係、給与係及び法令係に属

するものに限る。）

ダム政策監 医監 高速道路推進監 技幹

課長 室長 課長補佐 所長 主幹 営

業主幹 専門員（秘書課及び財政課に属す

るもの並びに人事係、組織定員係、人材育

成係、給与係及び法令係が所掌する事務の

全部又は一部を専門事項とするものに限

る。） 秘書 検査班長 船長 主計係長

調整管理係長 人事係長 組織定員係長

人材育成係長 給与係長 福利健康係長

共済・年金係長 報道係長 広聴・相談

係長 法令係長 表彰係長 担当係長（秘

書課及び総合政策課に属するもの（総合政

策課にあつては、調整管理係に属するもの

を除く。）、予算、庁舎管理、庁内働き方

改革の推進及び広報プロモーションを担当

するもの並びに人事係及び福利健康係が所

掌する事務の一部を管理するものに限

る。） 主任（秘書課及び財政課並びに人

事係、組織定員係、人材育成係、給与係及

び法令係に属するものに限る。） 主事

（秘書課及び財政課並びに人事係、組織定

員係、人材育成係、給与係及び法令係に属

するものに限る。）

出

先

機

関

地

方

局

本局 局長 部長 建設技術監 保健統括監 医

監 農業普及振興監 復興監 課長

室長 課長補佐 主幹 納税班長 総務

係長 地域政策課企画調整係長

出

先

機

関

地

方

局

本局 局長 部長 建設技術監 保健統括監 医

監 技幹 農業普及振興監 復興監 課長

室長 課長補佐 主幹 納税班長 総務

係長 地域政策課企画調整係長

支局 支局長 保健統括監 課長 室長

主幹 地域政策班長 医監

支局 支局長 保健統括監 技幹 課長 室長

主幹 地域政策班長 医監

省略 省略

保健

所

所長 課長 室長 医監 主幹 保健

所

所長 技幹 課長 室長 医監 主幹

省略 省略

省略 省略

衛生環境

研究所

所長 危機管理調整監 副所長 課長 室

長 センター長 主幹 次長

衛生環境

研究所

所長 副所長 課長 室

長 センター長 主幹 次長

心と体の

健康セン

ター

所長 次長 医監 心と体の

健康セン

ター

所長 技幹 次長 医監

省略 省略

農業大学

校

校長 副校長 課長 教授 農業大学

校

校長 副校長 課長 教授 分校長

省略 省略

省略 省略

備考 省略 備考 省略

令和４年５月２日 発行


